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○大崎市福祉タクシー利用助成事業実施要綱 

平成２６年６月２０日 

告示第１２８号 

改正 平成２７年１２月１８日告示第２０６号 

平成２８年３月２２日告示第５９号 

（目的） 

第１条 この要綱は，心身に重度の障害がある者に対しタクシー利用料金

の一部を助成することにより，心身に重度の障害がある者の社会参加を

促進し，福祉の向上を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 助成の対象となる者（以下「対象者」という。）は，市内に住所

を有し，次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で，その障害程

度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表

第５号に規定する１級若しくは２級に該当するもの又は内部障害３級

に該当するもの 

（２） 都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

５２条の１９第１項に規定する指定都市の長の発行する療育手帳の交

付を受けている者で，その障害程度が「A」に該当するもの 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている者で，その障害程度が精神障害者保健福祉手帳制度実

施要領（平成７年健医発第１１３２号）に規定する１級又は２級に該

当するもの 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる者は，対象者から除くものとす
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る。 

（１） 大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱（平成２６

年大崎市告示第１２９号）第６条第１項の規定により心身障害者自動

車等燃料費助成券の交付を受けている者 

（２） 大崎市重度障害者福祉有償運送利用助成事業実施要綱（平成２

０年大崎市告示第３３号）第７条第１項の規定により大崎市重度障害

者福祉有償運送利用助成券の交付を受けている者 

（３） 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱（平成２１年大崎

市告示第２７号）第６条第２項の規定により大崎市高齢者タクシー利

用助成券の交付を受けている者 

（４） 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱（平成２０年

大崎市告示第１８号）第７条の規定により大崎市高齢者福祉有償運送

利用助成券の交付を受けている者 

（５） 大崎市グループタクシー事業実施要綱（平成２２年大崎市告示

第２５号）第７条第１項の規定により大崎市グループタクシー利用助

成券の交付を受けている者 

（６） 社会福祉施設（通所施設を除く。）に入所している者 

（７） 申請時に継続して３月以上入院している者 

（８） 申請月の属する年度（４月から６月までに申請した者にあって

は，前年度）において住民税が課税されている世帯の者 

（助成の方法） 

第３条 市長は，福祉タクシー利用助成券（様式第１号。以下「助成券」

という。）を使用する対象者（以下「利用者」という。）が市長が指定

するタクシー会社（以下「タクシー会社」という。）を利用した場合に，

タクシー料金の一部を助成するものとし，これを超えるタクシー料金は，

利用者の負担とする。 
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（申請） 

第４条 前条の助成を受けようとする対象者は，福祉タクシー利用助成券

交付申請書（様式第２号。以下「申請書」という。）に身体障害者手帳，

療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（以下「手帳」という。）を添え

て，市長に提出しなければならない。 

（登録及び助成券の交付） 

第５条 市長は，前条の申請書を受理したときは，その内容を審査し，第

２条に規定する対象者として認めたときは，福祉タクシー利用助成券交

付台帳（様式第３号）に登録するとともに，助成券を交付し，その旨を

手帳に記載して返還するものとする。 

２ 前項の規定により交付する助成券は，１枚６００円とし，利用者１人

につき１月当たり４枚を申請日の属する月から最初の３月までの分を一

括して交付するものとする。 

３ 助成券は，再交付しないものとする。 

（利用料金の請求） 

第６条 タクシー会社は，利用者が助成券によりタクシーを利用した日の

属する月以降，福祉タクシー利用料金請求書（様式第４号）に助成券を

添えて請求するものとする。 

（利用料金の支払） 

第７条 市長は，前条の請求があったときは，その内容を審査し，速やか

に支払うものとする。 

（助成券の使用制限） 

第８条 利用者は，助成券を他人に譲渡又は貸与してはならない。 

（手帳の携行） 

第９条 利用者が助成券を使用する場合は，手帳を携行し，タクシーの乗

務員から提示を求められたときは，これを提示しなければならない。 
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（届出事項） 

第１０条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，利用者又はそ

の代理人は速やかに福祉タクシー利用助成券変更・返還届（様式第５号）

に，未使用の助成券を添えて市長に届け出なければならない。 

（１） 氏名又は住所に変更があったとき。 

（２） 心身の障害程度に変更があったとき。 

（助成券の返還） 

第１１条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，利用者又はそ

の代理人は速やかに福祉タクシー利用助成券変更・返還届（様式第５号）

に，未使用の助成券を添えて市長に返還しなければならない。 

（１） 第２条に規定する対象者でなくなったとき。 

（２） 死亡したとき。 

２ 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，利

用券の返還を命じることができる。 

（１） 助成券の記載事項を改ざんして使用したとき。 

（２） 助成券を他人に譲渡し，又は貸与したとき。 

（３） 前２号に定めるもののほか，不正に助成券の交付を受けたとき。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成２６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行日の前日までに，大崎市福祉タクシー利用助成事業実

施要綱（平成１８年３月３１日制定）の規定によりなされた処分，手続

きその他の行為は，それぞれこの告示の相当規定によりなされたものと
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みなす。 

（大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱の一部改正） 

３ 大崎市高齢者福祉有償運送利用助成事業実施要綱（平成２０年大崎市

告示第１８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱の一部改正） 

４ 大崎市重度障害者福祉有償運送助成事業実施要綱（平成２０年大崎市

告示第３３号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱の一部改正） 

５ 大崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱（平成２１年大崎市告示

第２７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（大崎市グループタクシー事業実施要綱の一部改正） 

６ 大崎市グループタクシー事業実施要綱（平成２２年大崎市告示第２５

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（平成２７年１２月１８日告示第２０６号） 

この告示は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規

定の施行の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２２日告示第５９号） 

この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 

 


